
介護予防・日常生活支援総合事業

※熊野町では、これまで利用されていたサービスをそのまま移行し、サービスの内容・料金は基
本的に変更ありません。

はじまります

平成17（2005）年 平成 27（2015）年 平成 37（2025）年

地域包括ケアの仕組み

自助 互助

共助 公助

自発的に自分を支えること
（自分でできることは自分でする）

例：介護予防に取り組むなど
町が開催する健康事業に参加
楽しみを見つける

制度に基づかず、お互いを助け合うこと

例：近隣の助け合い、ボランティア
声のかけあい、地域とのつながり

社会保険制度のように
お互いを助け合う制度

例：医療保険、介護保険、年金など

自助、互助、共助でも
対応できない課題に
対応するための制度

例：生活保護や人権擁護・虐待対応など

総合事業利用の流れ

「介護保険のサービスが必要かな」と思ったら

地域包括支援センター（おとしより相談センター）にご相談ください。
（役場高齢者支援課内）

要介護認定 利用できる事業の判定

要支援
1・2の方

基本チェックリストなどで、生活機能が低下して

いるかどうかを判断し、利用できる事業を判定

介護予防・生活支援サービス事業を利用

介護予防・生活支援サービ
ス事業を受けるためのケ
アプランを作成

介護予防サービスや介護予防・
生活支援サービス事業を受ける
ためのケアプランを作成

介護予防・生活支援
サービス事業対象者
（事業対象者）

自立した生活
が送れる方

届出

・ホームヘルプサービス（訪問介護）
・デイサービス（通所介護）

訪問看護
福祉用具貸与・購入
住宅改修
ショートステイ
　　　　　など

一般介護予防事業を利用

介護予防・日常生活支援総合事業介護保険サービス

・ゆらっとくま～リハビリ体操
・ノルディックウォーキング教室
・介護予防教室　　　　　　　　　　　など

熊野町は、７月１日から総合事業を開始します


